
浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、性自認や性的指向に係る性的マイノリティ（性的少数者

をいう。以下同じ。）の自由な意思を尊重するパートナーシップの宣誓の取

扱いについて必要な事項を定めることにより、人権が尊重され、多様な個性

や価値観を認め合い、誰もが地域の中で生き生きと暮らし共に支え合う社会

の形成を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、

経済的、物理的及び精神的に協力し合うことを約した、一方又は双方が性

自認や性的指向に係る性的マイノリティである二人の者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある二人の者が、市長に対し、パートナーで

あることを誓うことをいう。

（宣誓の対象者）

第３条 宣誓をすることができる者は、宣誓をしようとする日（以下「宣誓

日」という。）において、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 民法（明治29年法律第89号）第４条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について、次のいずれかに該当すること。

ア 双方が市内に住所を有していること。

イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が３か月以内に市内への転

入を予定していること。

ウ 双方が３か月以内に市内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと。

(4) 双方に他の一方以外の者とのパートナーシップがないこと。

(5) 双方が近親者（直系血族又は３親等以内の傍系血族（養子と養方の傍系

血族を除く。）若しくは直系姻族の関係をいう。）でないこと。

(6) 双方が第11条第１項の規定による取消しを受けたことがないこと。



（宣誓の方法）

第４条 宣誓をしようとする者（以下「宣誓予定者」という。）は、浦安市パ

ートナーシップ宣誓書（別記第１号様式。以下「宣誓書」という。）に、次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第２号アの要件に該当する場合にあっては、住民票の写し（宣誓日

前３か月以内に交付されたものに限る。）。ただし、市長が特に必要と認

める場合は、これに相当する書類によることができる。

(2) 戸籍の全部事項証明書又は謄本（宣誓日前３か月以内に交付されたもの

に限る。）。ただし、宣誓予定者の双方又は一方が外国籍であるときは、

在日本大使館等の外国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書若しくは独身

証明書又はこれに相当する書類（外国語で作成されたものである場合は、

日本語訳文を添付すること。）とする。

（本人確認）

第５条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、宣誓予定者が本

人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるも

のとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カード

(2) 旅券法（昭和26年法律第267号）第２条第２号に掲げる一般旅券

(3) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第92条第１項に規定する運転免許

証

(4) 前３号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録

証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が提示することを認めた書類

（通称の使用）

第６条 宣誓予定者は、性別違和その他市長が特に理由があると認めたときは、

宣誓書において、氏名と併せて通称を使用することができる。

２ 前項の規定により通称の使用を希望する宣誓予定者は、第４条に規定する

書類を提出するときに、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが

確認できる書類を提示するものとする。



（受領証の交付）

第７条 市長は、第４条に規定する書類の提出があったときは、当該書類を確

認の上、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証（別記第２号様式及び別記第

３号様式。以下「受領証」という。）を交付するものとする。ただし、第３

条第２号イ又はウの要件に該当する者については、浦安市パートナーシップ

宣誓書受付票（別記第４号様式。以下「受付票」という。）を交付するもの

とする。

２ 市長は、前項ただし書の規定により受付票の交付を受けた者から、宣誓日

の属する月から３か月後の当該宣誓日の応当する日までに当該受付票及び市

内への転入を証する住民票の写し（市長が特に必要と認める場合は、これに

相当する書類）の提出があったときは、受領証を交付するものとする。

３ 前２項の場合において、前条第１項の規定により通称を使用したときは、

氏名と併せて通称を受領証に記載するものとする。

（受領証の再交付）

第８条 前条第１項及び第２項の規定により受領証の交付を受けた者（以下

「宣誓者」という。）は、次に掲げる理由により受領証の再交付を希望する

ときは、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書（別記第５号様

式）を市長に提出しなければならない。

(1) 受領証を紛失したとき。

(2) 受領証を毀損し、又は汚損したとき。

(3) 宣誓者の氏名の変更又は通称の使用開始若しくは変更があったとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

２ 市長は、前項の規定により受領証の再交付の申請があった場合であって、

当該宣誓書が第12条に規定する保存期間内であるとき（同条ただし書の規定

により当該宣誓書を廃棄したときを除く。）は、宣誓者に対し受領証を再交

付するものとする。

（宣誓書記載事項の変更）

第９条 宣誓者は、宣誓書の記載事項に変更があった場合（前条第１項第３号

及び次条各号に掲げる場合を除く。）は、浦安市パートナーシップ宣誓書記

載事項変更届（別記第６号様式）に、その事実を証する書類を添えて市長に



提出しなければならない。

（受領証の返還）

第１０条 宣誓者は、次のいずれかに該当する場合は、浦安市パートナーシッ

プ宣誓書受領証返還届（別記第７号様式）に、受領証を添えて市長に提出し

なければならない。ただし、紛失その他の事情により当該受領証の返還が困

難である場合は、添付を要しない。

(1) 宣誓者の一方又は双方が市外に転出したとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) パートナーシップが解消されたとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、第３条各号に規定する要件に該当しなくな

ったとき。

（受領証明の取消し等）

第１１条 市長は、宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証の交付（再

交付を含む。）を受けた場合又は受領証を不正に使用した場合は、宣誓書の

受領の証明を取り消すことができる。

２ 前項の規定により宣誓書の受領の証明を取り消された者は、直ちに受領証

を市長に返還しなければならない。

（宣誓書の保存）

第１２条 市長は、宣誓書を浦安市公文書管理規則（平成13年規則第54号）に

基づき長期保存するものとする。ただし、次に掲げる場合は、これを廃棄す

るものとする。

(1) 第７条第２項の規定による受付票等の提出がされなかった場合

(2) 第10条の規定による届出を受けた場合

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和３年５月１日から施行する。



別 記

第１号様式（第４条関係）

（表）

浦安市パートナーシップ宣誓書

浦安市長 様

私たちは、浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第４条の規定により、

互いを人生のパートナーとし、次に掲げる事項を宣誓し、署名します。

宣誓日 年 月 日

宣誓者

フリガナ

氏名

（署名）

（通称の場合、

戸籍上の氏名）※

生年月日 年 月 日 年 月 日

住所

※外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記入してください。

互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的及び精神的に

協力し合うことを約していること。



（裏）

浦安市パートナーシップ宣誓に当たっての確認事項

私たちは、浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第４条に規定するパ

ートナーシップの宣誓に当たり、以下の内容を確認した上で、宣誓します。

以下の内容が事実と異なることが判明した場合は、浦安市パートナーシップ宣誓書受

領証を浦安市に返還します。

宣誓者

氏名

連絡先

確認事項

要綱の

規定

項目

（必ずお二人で確認してください。）

回答

（該当する□に✔をしてください。） 

第３条

第１号

【年齢】 宣誓日において、民法第４条に

規定する成年に達していること。
□ 該当します。

第３条

第２号

【住所】 次のいずれかに該当すること。

ア 双方が市内に住所を有していること。 □ アに該当します。

イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の

一方が３か月以内に市内への転入を予定

していること。

□ イに該当します。

転入予定者氏名

転入予定年月日 年 月 日

ウ 双方が３か月以内に市内への転入を予

定していること。

□ ウに該当します。

転入予定者氏名

転入予定年月日 年 月 日

転入予定者氏名

転入予定年月日 年 月 日

第３条

第３号

【配偶者の有無】 双方に配偶者がい

ないこと。
□ 該当します。

第３条

第４号

【パートナーの有無】 双方に他の一方

以外の者とパートナーシップがないこと。
□ 該当します。

第３条

第５号

【近親者でないこと】 双方が近親者

（直系血族又は３親等以内の傍系血族若し

くは直系姻族の関係をいう。）でないこ

と。

□ 該当します。

住所、氏名その他宣誓書の記載事項に変更があった場合

は、速やかにお知らせください（変更内容によっては、

受領証の返還又は再交付が必要になります。）。

□ 確認しました。



第２号様式（第７条第１項関係）

（表）

第 号

年 月 日

浦安市パートナーシップ宣誓書受領証

氏名 氏名

年 月 日生 年 月 日生

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づき、

お二人からパートナーシップの宣誓をされたことを証します。

浦安市は、市民一人一人の人権が尊重され、多様な個性や価値観

を認め合い、誰もが地域の中で生き生きと暮らし共に支え合う社会

の形成を目指しています。

お二人が、互いを人生のパートナーとして、地域の中で生き生き

と暮らし活躍されることを応援していきます。

宣誓日 年 月 日

浦安市長 印



（裏）

【受領証の提示を受けた皆様へ】

浦安市では、人権と多様性を尊重する社会を実現するため、性自認及び性的指向に関

する施策の一つとして、浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱（以下

「要綱」といいます。）を制定し、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協

力し合うことを約した二人がパートナーシップ宣誓をした場合に、この受領証を交付し

ています。

このパートナーシップ宣誓によって、法律上の効果（婚姻、相続、税法上の控除等）

が生じるものではありませんが、受領証の提示を受けた皆様には、上記の趣旨をご理解

いただき、業務の遂行に当たっては、公平かつ適切な対応をしていただくようお願いい

たします。

また、受領証を提示したお二人の関係について、ご本人の同意なく口外することのな

いようご注意ください。

（交付：浦安市 ）

【受領証の交付を受けたお二人へ】

１ この受領証は、要綱の趣旨に沿って、使用してください。

２ 浦安市パートナーシップ宣誓書の記載事項に変更がある場合は、浦安市パートナー

シップ宣誓書記載事項変更届に、その事実を証する書類を添えて提出してください。

３ 次のいずれかに該当する場合は、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証返還届に、

受領証を添えて提出してください。

（1） 宣誓者の一方又は双方が浦安市の市外に転出したとき。

（2） 宣誓者の一方が死亡したとき。

（3） パートナーシップが解消されたとき。

（4） その他要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

４ 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証の交付（再交付を含む。）を受けた

場合又は受領証を不正に使用した場合は、受領証明を取り消します。

【通称を使用している場合】

以下に戸籍上の氏名（※外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるもの）を記載します。

通称

戸籍上の氏名※

【特記事項】

※特記事項欄には、再交付をした場合の交付年月日等を記載します。



第３号様式（第７条第１項関係）

（表）

（裏）

第３号様式（第７条第１項関係）

浦安市パートナーシップ宣誓書受領証
【交付番号】第 号

氏名 氏名

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第
４条の規定により、上記両名からパートナーシップの宣誓
をされたことを証します。

宣誓日 年 月 日 浦安市長 印

浦安市では、互いを人生のパートナーとし、日常生活において

協力し合うことを約した二人がパートナーシップ宣誓をした場合

に、この受領証を交付しています。

このパートナーシップ宣誓によって、法律上の効果（婚姻、相

続、税法上の控除等）が生じるものではありませんが、受領証の

提示を受けた皆様には、上記の趣旨をご理解くださいますようお

願いいたします。また、受領証を提示したお二人の関係につい

て、ご本人の同意なく口外することのないようご注意ください。

【通称を使用している場合】

※外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記載します。

通称

戸籍上の氏名※

【特記事項】

【交付】浦安市 電話：



第４号様式（第７条第１項関係）

（表）

浦安市パートナーシップ宣誓書受付票

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第７条第１項ただし書の規定に

より、次のとおり、浦安市パートナーシップ宣誓書を受け付けました。

受付年月日 年 月 日

受付番号

提出者氏名

氏名

（通称の場合、戸籍上の氏名）※

氏名

（通称の場合、戸籍上の氏名）※

※外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記入してください。

浦安市内に転入した場合は、この受付票に浦安市内へ転入したことを証する住民票の

写しを添えて、 年 月 日までに下記担当へ提出してください。

※ 提出日時が決まった場合又は期限までに提出できない特別の事情がある場合は、

あらかじめご連絡ください。

【お問い合わせ】

浦安市

担当：

電話：



（裏）

【受付票の提示を受けた皆様へ】

浦安市では、人権と多様性を尊重する社会を実現するため、性自認及び性的指向に関

する施策の一つとして、浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱（以下

「要綱」といいます。）を制定し、多様な性への理解促進に努めているところです。

この要綱に基づいて交付された受付票は、互いを人生のパートナーとし、日常生活に

おいて協力し合うことを宣誓したお二人の一方又は双方が浦安市内の不動産物件を契約

しようとするときなどに、両者の関係性を説明し、理解を得ていくためのものとして提

示することがあります。

このパートナーシップ宣誓によって、法律上の効果（婚姻、相続、税法上の控除等）

が生じるものではありませんが、受付票の提示を受けた皆様には、上記の趣旨をご理解

いただき、業務の遂行に当たっては、公平かつ適切な対応をしていただくようお願いい

たします。

また、受付票を提示したお二人の関係について、ご本人の同意なく口外することのな

いようご注意ください。

（交付：浦安市 ）

１ パートナーシップとは

互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的及び精神的に協力

し合うことを約した一方又は双方が性自認や性的指向に係る性的マイノリティである

二人の者の関係をいいます。

２ 浦安市パートナーシップ宣誓書受付票とは

パートナーシップ宣誓をした二人の一方又は双方が浦安市外に居住していて、浦安市

内に転入しようとする場合に交付しているものです。この受付票と浦安市内への転入

を証する住民票の写しの提出があったときは、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証

を交付します。

３ 浦安市パートナーシップ宣誓書受付票の交付要件

パートナーシップ宣誓の際、以下の要件を満たす二人であることを確認しています。

（1） 成年に達していること。

（2） 住所について、次のいずれかに該当すること。

・ 一方が浦安市内に住所を有し、かつ、他の一方が３か月以内に浦安市内への転入

を予定していること。

・ 双方が３か月以内に浦安市内への転入を予定していること。

（3） 配偶者がいないこと。

（4） 他の一方以外の者とのパートナーシップがないこと。

（5） 近親者（直系血族又は３親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係をいいま

す。）でないこと。



第５号様式（第８条第１項関係）

浦安市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書

年 月 日

浦安市長 様

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第８条第１項の規定により、次

のとおり、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証の再交付を申請します。

宣誓者

氏 名

（通称の場合、戸籍

上の氏名）※２

生 年 月 日 年 月 日 年 月 日

宣 誓 日 年 月 日

申請者（宣誓者のいずれかに限る。）

氏 名

住 所

連 絡 先

再交付申請の理由

（□に✔してください。）

※３

□ 紛失

□ 毀損又は汚損

□ 氏名の変更（通称の使用開始又は変更を含む。）※４

□ その他

（ ）

再交付希望書類

（□に✔してください。）

□ 浦安市パートナーシップ宣誓書受領証（書面）

□ 浦安市パートナーシップ宣誓書受領証（カード）

※1 本人確認書類を提示してください。

※2 外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記入してください。

※3 申請される方は、紛失の場合を除き、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証を返還してください。

※4 氏名の変更（通称の使用開始又は変更を含む。）が確認できる書類を添付してください。



第６号様式（第９条関係）

浦安市パートナーシップ宣誓書記載事項変更届

年 月 日

浦安市長 様

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第９条の規定により、次のとお

り、浦安市パートナーシップ宣誓書記載事項の変更を届け出ます。

氏 名

（通称の場合、戸籍上

の氏名）※２

生 年 月 日 年 月 日 年 月 日

連 絡 先

変更の内容

（□に✔してください。）

※３

□ 住所

（変更前）

（変更後）

□ 住所

（変更前）

（変更後）

□ その他

（変更前）

（変更後）

□ その他

（変更前）

（変更後）

※１ 本人確認書類を提示してください。

※２ 外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記入してください。

※３ 変更の事実を証する書類を添付してください。氏名の変更（通称の使用開始又は変更を含

む。）の場合は、この様式ではなく、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書（別記

第５号様式）により申請してください。



第７号様式（第10条関係）

浦安市パートナーシップ宣誓書受領証返還届

年 月 日

浦安市長 様

浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第10条の規定により、次のとお

り、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証の返還を届け出ます。

氏 名

（通称の場合、戸籍上

の氏名）※２

生 年 月 日 年 月 日 年 月 日

住 所

連 絡 先

宣 誓 日 年 月 日

返還の理由

（□に✔してください。）

※３

□ 一方又は双方の市外転出

□ 一方の死亡

□ パートナーシップの解消

□ その他要綱に規定する要件に該当しなくなったため

交付書類のうち、

返還ができないもの

（□に✔してください。）

□ 浦安市パートナーシップ宣誓書受領証（書面）

□ 浦安市パートナーシップ宣誓書受領証（カード）

返還ができない者の氏名（ ）

※１ 本人確認書類を提示してください。

※２ 外国籍の方は、戸籍上の氏名に準ずるものを記入してください。

※３ 届出をされる方は、紛失の場合を除き、浦安市パートナーシップ宣誓書受領証を返還してくだ

さい。


